
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

    

鴻巣市では、保育サービスに関する相談員「保育コンシェルジュ」による保育所入所のご相談やご質問をお受け 

しております。また、一時預かり事業などの保育サービス等の情報提供も行っております。ぜひご利用ください。 

左記の表は現在の入所状況表です。 

これから入所を考えていらっしゃる方は参考になさっ

てください。 

入所申込の結果、保留通知が届いた方は希望施設

を変更することも出来ますのでご確認ください。 

入所希望施設等変更申出書は毎月の締め切り日ま

でにご提出ください。 

ご不明な点等ありましたらお気軽にお問い合わせくだ

さい。 

表の見方   〇・・３人以上受入れ可 

         △・・１～２人程度受入れ可 

         ☓・・受入れ不可 

市役所ホームページにも掲載されています。 

 

 

 令和８年度 4 月保育施設入所の１次受付が終了しました。結果については 12 月下旬に申し込んだ方全員に通知いたします。 

～通知が届いてからの流れ～ 

※入所承諾書が届いた方     →  同封されているお手紙をよくお読みになり、入所説明会を受け、ご準備をお願いいたします。          

※入所保留通知書が届いた方  →   

       

 

※入所承諾書が届いたが

施設を変更したい方 

現在令和８年度４月（５月）２次受付中です 

受付期間   令和７年１０月２３日～令和８年２月 5 日    

受付場所   鴻巣市役所・吹上支所・川里支所              

保育コンシェルジュ便り 

鴻巣市役所保育課発行 ２０２５年度 第 8 号 

 
R７.11.18 日時点のものです 

              

  

令和７年度１月入所受け入れ可能状況について 

 

→ 

       

有効期限中は引き続き審査を行います。希望施設を変更される方は入所月の受付期間内に

入所（転園）希望施設等変更申出書を提出してください。また、申請を取り下げたい場合

は、取り下げたい月の入所申込締め切り日までに手続きをおこなってください。 

求職活動で申し込んだ方は申請書の有効期間が３ヵ月となります。継続審査希望の方は有

効期限前に再度申請書のご提出が必要となります。 

１次受付で４月入所（５月産育休明け入所）が承諾となった施設を変更したい場合に限

り、同じ入所月での再度の申請を受け付けます。２次受付の締め切りまでに転園申請書を

提出してください。（書類は保育課にあります） 

◎なお、２次受付の審査で変更希望先の施設が入所承諾とならない場合は、１次受付で 

入所承諾となっている施設で 4 月入所（5 月産育休明け入所）を承諾とします。 


